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(57)【要約】
【課題】水の付着時におけるタッチパネルの誤動作を防
止する。
【解決手段】入出力部１５０は、操作入力を行うための
１または複数の操作標識（操作ボタン等）を表示部１５
２に表示し、その表示面に近接または接触する物体の検
出状態に基づいて操作標識に係る操作入力を受付部１５
１により受け付けるタッチパネルである。水検出部１６
２は、入出力部１５０の表示面に付着する水を検出する
。制御部１６３は、入出力部１５０の表示面に付着する
水が検出された場合には、表示部１５２に表示されてい
る操作標識に係る操作入力の受付を無効とする。また、
制御部１６３は、表示部１５２から操作標識を消去し、
その無効とした旨を表示部１５２に表示させる。この場
合に、制御部１６３は、シャッターボタン、ズームボタ
ン等の操作部材の受付は有効である旨を表示部１５２に
表示させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作入力を行うための操作画像を表示面に表示して前記表示面に近接または接触する物
体の検出状態に基づいて前記操作画像に係る操作入力を受け付ける入出力部における前記
表示面に付着する水を検出する水検出部と、
　前記表示面に付着する水が検出された場合には前記表示面における表示態様のうちの少
なくとも一部を変更する制御を行う制御部と
を具備する電子機器。
【請求項２】
　前記制御部は、前記表示面に付着する水が検出された場合には前記表示面に表示されて
いる操作画像のうちの少なくとも一部を変更することにより前記表示態様を変更する請求
項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記入出力部は、操作入力を行うための複数の操作標識を前記操作画像として前記表示
面に表示し、
　前記制御部は、前記表示面に表示されている複数の操作標識のうちの少なくとも一部を
前記表示面から消去することにより前記操作画像を変更する
請求項２記載の電子機器。
【請求項４】
　前記制御部は、前記検出された水の付着量が一定量を基準として小さい場合には前記表
示面に表示されている複数の操作標識のうちの特定の操作標識のみを前記表示面に表示さ
せて他の操作標識を前記表示面から消去する請求項３記載の電子機器。
【請求項５】
　前記制御部は、前記特定の操作標識を拡大して前記表示面に表示させる請求項４記載の
電子機器。
【請求項６】
　前記入出力部は、操作入力を行うための複数の操作標識を前記操作画像として前記表示
面に表示し、
　前記制御部は、前記表示面に表示されている複数の操作標識のうちの少なくとも一部に
係る操作入力の受付を無効としてその旨を通知することにより前記表示態様を変更する
請求項１記載の電子機器。
【請求項７】
　前記制御部は、前記無効の対象となった操作標識に係る操作入力はできない旨を示す通
知情報を前記表示面に表示させることにより前記通知を行う請求項６記載の電子機器。
【請求項８】
　前記制御部は、前記無効の対象となった操作標識を前記表示面から消去することにより
前記通知を行う請求項６記載の電子機器。
【請求項９】
　前記制御部は、前記無効の対象となった操作標識に係る操作入力はできない旨を示す通
知情報を音声出力することにより前記通知を行う請求項６記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記電子機器の外面に設けられている操作部材による操作入力を受け付ける操作受付部
をさらに具備し、
　前記制御部は、前記表示面に付着する水が検出された場合には前記表示面に表示されて
いる前記操作画像に係る操作入力の少なくとも一部の受付を無効とし、その旨と前記操作
部材による操作入力の受付は有効である旨とを通知することにより前記表示態様を変更す
る
請求項１記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記電子機器は、撮像装置であり、
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　前記操作部材は、シャッター操作部材、ズーム操作部材、モード切替操作部材、電源操
作部材のうちの少なくとも１つである
請求項１０記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記表示面に付着する水が検出された場合には前記表示面に表示されて
いる操作画像に係る操作入力の少なくとも一部の受付を無効としてその旨を表示すること
により前記表示態様を変更する請求項１記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記表示面に付着する水が検出された場合には前記表示面に表示されて
いる操作画像のうちの少なくとも一部を消去することにより前記表示態様を変更する請求
項１記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記表示面に付着する水が検出された場合において前記検出された水の
付着量が一定量を基準として大きい場合にのみ前記表示態様を変更する請求項１記載の電
子機器。
【請求項１５】
　操作入力を行うための操作画像を表示面に表示して前記表示面に近接または接触する物
体の検出状態に基づいて前記操作画像に係る操作入力を受け付ける入出力部における前記
表示面に付着する水を検出する水検出部と、
　前記表示面に付着する水が検出された場合には前記表示面に表示されている前記操作画
像に係る操作入力の少なくとも一部の受付を無効とする制御を行う制御部と
を具備する電子機器。
【請求項１６】
　操作入力を行うための操作画像を表示面に表示して前記表示面に近接または接触する物
体の検出状態に基づいて前記操作画像に係る操作入力を受け付ける入出力部における前記
表示面に付着する水を検出する水検出手順と、
　前記表示面に付着する水が検出された場合には前記表示面における表示態様のうちの少
なくとも一部を変更する制御を行う制御手順と
を具備する電子機器の制御方法。
【請求項１７】
　操作入力を行うための操作画像を表示面に表示して前記表示面に近接または接触する物
体の検出状態に基づいて前記操作画像に係る操作入力を受け付ける入出力部における前記
表示面に付着する水を検出する水検出手順と、
　前記表示面に付着する水が検出された場合には前記表示面における表示態様のうちの少
なくとも一部を変更する制御を行う制御手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関し、特に、入出力部に操作画像を表示させて操作入力を受け付
ける電子機器およびその制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、操作入力を行うための操作画像を表示面（例えば、タッチパネル）に表示して、
この表示面に近接または接触する物体の検出状態に基づいて操作入力を受け付ける電子機
器が存在する。
【０００３】
　例えば、自動撮影を行う対象物として犬や猫を指定するための指定ボタンをタッチパネ
ルに表示して、この指定ボタンの押下操作に基づいて操作入力を受け付ける撮像装置が提
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案されている（例えば、特許文献１（図７）参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２１２９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の従来技術によれば、所望の指定ボタンをユーザが押下することにより自動撮影を
行う対象物を容易に指定することができる。
【０００６】
　ここで、例えば、導電性を有する物体（例えば、人物の指）の接触または近接を、静電
容量の変化に基づいて検出する静電式（静電容量方式）のタッチパネルと、防水機能とを
備える撮像装置を用いて海辺で撮像動作を行う場合を想定する。この場合には、撮像動作
中に、海からの水しぶきが撮像装置に付着することも考えられる。このため、例えば、撮
像装置のタッチパネルにその水しぶきが付着することも考えられる。
【０００７】
　ここで、水は導電性を有するため、撮像装置のタッチパネルに水が付着した場合には、
導電性を有する物体の接触として検出され、その検出状態に基づいて操作入力が行われる
ことも想定される。例えば、撮像装置の撮像動作中においてタッチパネルに水が付着した
場合には、その水の付着による検出状態に基づいて操作入力が行われ、その操作入力に基
づく撮像動作（誤動作）が行われることも想定される。そこで、電子機器の使用中におい
てタッチパネルに水が付着した場合には、その水の付着による誤動作を防止することが重
要である。
【０００８】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、水の付着時における誤動作を防
止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、操作入
力を行うための操作画像を表示面に表示して上記表示面に近接または接触する物体の検出
状態に基づいて上記操作画像に係る操作入力を受け付ける入出力部における上記表示面に
付着する水を検出する水検出部と、上記表示面に付着する水が検出された場合には上記表
示面における表示態様のうちの少なくとも一部を変更する制御を行う制御部とを具備する
電子機器およびその制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムで
ある。これにより、入出力部における表示面に付着する水が検出された場合には、表示面
における表示態様のうちの少なくとも一部を変更するという作用をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記表示面に付着する水が検出された
場合には上記表示面に表示されている操作画像のうちの少なくとも一部を変更することに
より上記表示態様を変更するようにしてもよい。これにより、表示面に付着する水が検出
された場合には、表示面に表示されている操作画像のうちの少なくとも一部を変更すると
いう作用をもたらす。
【００１１】
　また、この第１の側面において、上記入出力部は、操作入力を行うための複数の操作標
識を上記操作画像として上記表示面に表示し、上記制御部は、上記表示面に表示されてい
る複数の操作標識のうちの少なくとも一部を上記表示面から消去することにより上記操作
画像を変更するようにしてもよい。これにより、表示面に表示されている複数の操作標識
のうちの少なくとも一部を表示面から消去するという作用をもたらす。
【００１２】
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　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記検出された水の付着量が一定量を
基準として小さい場合には上記表示面に表示されている複数の操作標識のうちの特定の操
作標識のみを上記表示面に表示させて他の操作標識を上記表示面から消去するようにして
もよい。これにより、検出された水の付着量が一定量を基準として小さい場合には、複数
の操作標識のうちの特定の操作標識のみを表示面に表示させ、他の操作標識を表示面から
消去するという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記特定の操作標識を拡大して上記表
示面に表示させるようにしてもよい。これにより、特定の操作標識を拡大して表示面に表
示させるという作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記入出力部は、操作入力を行うための複数の操作標
識を上記操作画像として上記表示面に表示し、上記制御部は、上記表示面に表示されてい
る複数の操作標識のうちの少なくとも一部に係る操作入力の受付を無効としてその旨を通
知することにより上記表示態様を変更するようにしてもよい。これにより、表示面に表示
されている複数の操作標識のうちの少なくとも一部に係る操作入力の受付を無効とし、そ
の旨を通知するという作用をもたらす。
【００１５】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記無効の対象となった操作標識に係
る操作入力はできない旨を示す通知情報を上記表示面に表示させることにより上記通知を
行うようにしてもよい。これにより、無効の対象となった操作標識に係る操作入力はでき
ない旨を示す通知情報を表示面に表示させるという作用をもたらす。
【００１６】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記無効の対象となった操作標識を上
記表示面から消去することにより上記通知を行うようにしてもよい。これにより、無効の
対象となった操作標識を表示面から消去するという作用をもたらす。
【００１７】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記無効の対象となった操作標識に係
る操作入力はできない旨を示す通知情報を音声出力することにより上記通知を行うように
してもよい。これにより、無効の対象となった操作標識に係る操作入力はできない旨を示
す通知情報を音声出力するという作用をもたらす。
【００１８】
　また、この第１の側面において、上記電子機器の外面に設けられている操作部材による
操作入力を受け付ける操作受付部をさらに具備し、上記制御部は、上記表示面に付着する
水が検出された場合には上記表示面に表示されている上記操作画像に係る操作入力の少な
くとも一部の受付を無効とし、その旨と上記操作部材による操作入力の受付は有効である
旨とを通知することにより上記表示態様を変更するようにしてもよい。これにより、表示
面に付着する水が検出された場合には、表示面に表示されている操作画像に係る操作入力
の少なくとも一部の受付を無効とし、その旨と、操作部材による操作入力の受付は有効で
ある旨とを通知するという作用をもたらす。
【００１９】
　また、この第１の側面において、上記電子機器を撮像装置とし、上記操作部材を、シャ
ッター操作部材、ズーム操作部材、モード切替操作部材、電源操作部材のうちの少なくと
も１つとするようにしてもよい。これにより、撮像動作において、シャッター操作部材、
ズーム操作部材、モード切替操作部材、電源操作部材のうちの少なくとも１つの操作部材
による操作入力の受付は有効である旨を通知するという作用をもたらす。
【００２０】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記表示面に付着する水が検出された
場合には上記表示面に表示されている操作画像に係る操作入力の少なくとも一部の受付を
無効としてその旨を表示することにより上記表示態様を変更するようにしてもよい。これ
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により、表示面に付着する水が検出された場合には、表示面に表示されている操作画像に
係る操作入力の少なくとも一部の受付を無効とし、その旨を表示するという作用をもたら
す。
【００２１】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記表示面に付着する水が検出された
場合には上記表示面に表示されている操作画像のうちの少なくとも一部を消去することに
より上記表示態様を変更するようにしてもよい。これにより、表示面に付着する水が検出
された場合には、表示面に表示されている操作画像のうちの少なくとも一部を消去すると
いう作用をもたらす。
【００２２】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記表示面に付着する水が検出された
場合において上記検出された水の付着量が一定量を基準として大きい場合にのみ上記表示
態様を変更するようにしてもよい。これにより、表示面に付着する水が検出された場合に
おいてその検出された水の付着量が一定量を基準として大きい場合にのみ、表示面におけ
る表示態様を変更するという作用をもたらす。
【００２３】
　また、本発明の第２の側面は、操作入力を行うための操作画像を表示面に表示して上記
表示面に近接または接触する物体の検出状態に基づいて上記操作画像に係る操作入力を受
け付ける入出力部における上記表示面に付着する水を検出する水検出部と、上記表示面に
付着する水が検出された場合には上記表示面に表示されている上記操作画像に係る操作入
力の少なくとも一部の受付を無効とする制御を行う制御部とを具備する電子機器およびそ
の制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより
、表示面に付着する水が検出された場合には、表示面に表示されている操作画像に係る操
作入力の少なくとも一部の受付を無効とするという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、水の付着時における誤動作を防止することができるという優れた効果
を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の外観構成例を示す斜視図で
ある。
【図２】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の機能構成例を示すブロック
図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における入出力部１５０に表示される表示画面例を示
す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態における入出力部１５０の表示面に付着する水と入出
力部１５０の動作状態との関係例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態における入出力部１５０の表示面に水が付着した場合
における通知例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態における入出力部１５０の表示面に水が付着した場合
における通知例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態における入出力部１５０の表示面に水が付着した場合
における通知例を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態における入出力部１５０の表示面に水が付着した場合
における通知例を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による操作画像無効化制御処
理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第２の実施の形態における入出力部１５０の表示面に付着する水と入
出力部１５０の動作状態との関係例を示す図である。
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【図１１】本発明の第２の実施の形態における入出力部１５０の表示面に付着する水と入
出力部１５０の動作状態との関係例を示す図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態における入出力部１５０の表示面に水が付着した場
合における表示例を示す図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による操作画像無効化制御
処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による操作画像無効化制御
処理の処理手順のうちの一部無効化処理の一例を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による操作画像無効化制御
処理の処理手順のうちの全部無効化処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．第１の実施の形態（操作画像無効化制御：入出力部の表示面に水が付着した場合に
入出力部からの操作入力を無効としてその旨を通知し、表示面から操作画像を消去する例
）
　２．第２の実施の形態（操作画像無効化制御：入出力部の表示面に一定量未満の水が付
着した場合に入出力部からの操作入力の一部を無効としてその旨を通知し、表示面に無効
の対象となっていない操作画像のみを拡大表示する例）
【００２７】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［撮像装置の外観構成例］
　図１は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の外観構成例を示す斜視図
である。図１（ａ）には、撮像装置１００の正面（すなわち、被写体に向けられるレンズ
１２１が設けられている面）側の外観を示す。また、図１（ｂ）には、撮像装置１００の
背面（すなわち、撮影者に向けられる入出力部１５０の面）側の外観を示す。
【００２８】
　撮像装置１００は、レンズカバー１０１と、発光部１０２と、シャッターボタン１１１
と、モード切替レバー１１２と、ズームボタン１１３と、電源スイッチ１１４と、レンズ
１２１と、入出力部１５０とを備える。例えば、撮像装置１００は、筐体内部に液体が浸
入することを防止する防水部材（図示せず）を用いて防水処理が施されているデジタルス
チルカメラ、デジタルビデオカメラ（例えば、カメラ一体型レコーダ）等により実現され
る。なお、撮像装置１００には他の操作部材も設けられているが、これらの図示および説
明については省略する。また、撮像装置１００は、特許請求の範囲に記載の電子機器の一
例である。
【００２９】
　レンズカバー１０１は、撮像装置１００の正面側に設けられている各機器を覆うカバー
である。レンズカバー１０１は、垂直方向に移動させることが可能であり、非撮像動作状
態では、レンズカバー１０１を垂直方向の上側に移動させることにより、レンズ１２１お
よび発光部１０２を覆うことができる。
【００３０】
　発光部１０２は、被写体に対して光を発光させる発光装置であり、例えば、夜間や室内
等のように十分な明るさが期待できない環境において撮像装置１００を用いて撮像動作を
行う際に用いられる。
【００３１】
　シャッターボタン１１１は、被写体を撮像して生成された撮像画像（画像データ）をコ
ンテンツ（静止画コンテンツ）として記録する際にユーザにより押下される操作部材であ
る。例えば、静止画を記録するための静止画撮像モードが設定されている場合において、
シャッターボタン１１１が半押しされた場合には、オートフォーカスを行うためのフォー
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カス制御が行われる。また、シャッターボタン１１１が全押しされた場合には、そのフォ
ーカス制御が行われ、この全押しの際に撮像部１２０（図２に示す）により生成された撮
像画像（画像データ）がコンテンツ（静止画コンテンツ）として記録媒体１４０（図２に
示す）に記録される。
【００３２】
　モード切替レバー１１２は、機能モードの切替操作を行う際に用いられる操作部材であ
る。この機能モードとして、例えば、生成された画像データを画像コンテンツとして記録
するための撮像モードと、記録されている画像コンテンツを再生するための再生モードと
の何れかを設定することができる。
【００３３】
　モード切替レバー１１２は、機能モードの切替操作を行う際に用いられるモード切替操
作部材である。この機能モードとして、例えば、生成された撮像画像（画像データ）をコ
ンテンツ（静止画コンテンツまたは動画コンテンツ）として記録するための撮像モードと
、記憶されているコンテンツを再生するための再生モードとの何れかを設定することがで
きる。また、撮像モードとして、生成された撮像画像を静止画コンテンツ（静止画ファイ
ル）として記録するための静止画撮像モードと、生成された撮像画像を動画コンテンツ（
動画ファイル）として記録するための動画撮像モードとの何れかを設定することができる
。
【００３４】
　ズームボタン１１３は、ズーム操作（ズーム倍率を調整する操作）を実行する際に用い
られる操作部材である。例えば、図１（ｂ）に示すＷ（ワイド）ボタン（ワイド側ボタン
）およびＴ（テレ）ボタン（テレ側ボタン）がズームボタン１１３として備えられている
。
【００３５】
　電源スイッチ１１４は、撮像装置１００の電源をオン／オフする場合に用いられる操作
部材である。
【００３６】
　レンズ１２１は、被写体からの光を集光するレンズ（ズームレンズおよびフォーカスレ
ンズを含む）である。
【００３７】
　入出力部１５０は、各種画像を表示するとともに、表示面に近接または接触する物体の
検出状態に基づいてユーザからの操作入力を受け付けるものである。なお、入出力部１５
０は、タッチスクリーンまたはタッチパネルとも称される。
【００３８】
　［撮像装置の機能構成例］
　図２は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の機能構成例を示すブロッ
ク図である。
【００３９】
　撮像装置１００は、操作受付部１１０と、撮像部１２０と、記録媒体制御部１３０と、
記録媒体１４０と、入出力部１５０と、入力制御部１６１と、水検出部１６２と、制御部
１６３と、表示制御部１６４と、音声制御部１６５と、音声出力部１７０とを備える。
【００４０】
　また、撮像装置１００の周囲の音声を収音して電気信号（音声信号）に変換する音声入
力部（例えば、マイクロフォン（図示せず））と、その音声信号に対して所定の信号処理
を施す音声信号処理部（図示せず）とを備えるが、これらの図示は省略する。例えば、撮
像部１２０により生成された撮像画像（画像データ）が動画コンテンツとして記録媒体１
４０に記録される場合には、音声処理部により信号処理が施された音声信号（音声データ
）を動画コンテンツに含めて記録される。
【００４１】
　操作受付部１１０は、ユーザにより行われた操作を受け付ける操作受付部であり、受け
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付けられた操作内容に応じた制御信号（操作信号）を制御部１６３に出力する。操作受付
部１１０は、図１に示すシャッターボタン１１１、モード切替レバー１１２、ズームボタ
ン１１３および電源スイッチ１１４に対応する。
【００４２】
　撮像部１２０は、レンズ（図１に示すレンズ１２１等）を介して入射された被写体の光
を電気信号に変換する撮像素子（図示せず）と、この撮像素子の出力信号（撮像信号）を
処理して撮像画像（画像データ）を生成する画像信号処理部（図示せず）とを備える。す
なわち、撮像部１２０において、レンズを介して入射された被写体の光学像が撮像素子の
撮像面に結像され、この状態で撮像素子が撮像動作を行い、画像信号処理部が撮像信号に
対して信号処理を行うことにより撮像画像が生成される。この撮像画像の生成は、操作受
付部１１０または受付部１５１から出力される撮像動作の開始指示情報に基づいて行われ
る。そして、生成された撮像画像が記録媒体制御部１３０および表示制御部１６４に供給
される。
【００４３】
　記録媒体制御部１３０は、制御部１６３の制御に基づいて、記録媒体１４０への記録ま
たは記録媒体１４０からの読み出しの制御を行うものである。例えば、記録媒体制御部１
３０は、撮像部１２０から出力された撮像画像（画像データ）を静止画コンテンツ（静止
画ファイル）として記録媒体１４０に記録させる。また、例えば、記録媒体制御部１３０
は、撮像部１２０から出力された撮像画像（画像データ）と、音声信号処理部（図示せず
）から出力された音声データとを関連付けた動画コンテンツ（動画ファイル）を記録媒体
１４０に記録させる。また、例えば、記録媒体制御部１３０は、記録媒体１４０に記憶さ
れている動画コンテンツを読み出して、その動画コンテンツに含まれる画像データを表示
制御部１６４に出力し、その動画コンテンツに含まれる音声データを音声制御部１６５に
出力する。
【００４４】
　記録媒体１４０は、記録媒体制御部１３０の制御に基づいて各種情報（静止画コンテン
ツや動画コンテンツ）を記憶するものである。また、記録媒体１４０は、記憶されている
各種情報を記録媒体制御部１３０に供給する。
【００４５】
　入出力部１５０は、受付部１５１および表示部１５２を備える。例えば、受付部１５１
として、導電性を有する物体（例えば、人物の指）の接触または近接を、静電容量の変化
に基づいて検出する静電式（静電容量方式）のタッチパネルを用いることができる。また
、例えば、表示部１５２として、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、有機ＥＬ（Electr
o Luminescence）パネル等の表示パネルを用いることができる。そして、入出力部１５０
は、例えば、表示パネルの表示面上に、透明なタッチパネルを重ね合わせることにより構
成される。なお、表示パネルの裏面には各電子回路が実装されている基板（図示せず）が
設けられ、その基板と表示パネルとが電気的に接続されている。
【００４６】
　入出力部１５０は、表示制御部１６４の制御に基づいて各種画像を表示部１５２に表示
するとともに、入出力部１５０の表示面（表示部１５２の表示面）に近接または接触する
物体の検出状態に基づいてユーザからの操作入力を受付部１５１により受け付ける。また
、受付部１５１は、受け付けられた操作入力に応じた制御信号を入力制御部１６１および
水検出部１６２に出力する。
【００４７】
　受付部１５１は、入出力部１５０の表示面に近接または接触する物体（例えば、ユーザ
の指）の検出状態に基づいて、表示部１５２に表示される操作画像（例えば、図３（ａ）
に示すアイコン（３０１乃至３０５等））に係る操作入力を受け付けるものである。例え
ば、受付部１５１は、格子状に配置されている複数の静電センサを備える。この静電セン
サは、入出力部１５０の表示面に物体（導電性を有する物体（例えば、ユーザの指や手）
）が近接または接触すると、静電容量を増加させるセンサである。そして、受付部１５１
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は、静電センサの静電容量が変化すると、その静電センサの静電容量の値と、その静電セ
ンサの受付部１５１の操作面における位置とを含む情報（静電センサ情報）を入力制御部
１６１および水検出部１６２に出力する。
【００４８】
　表示部１５２は、表示制御部１６４の制御に基づいて各画像を表示する表示パネルであ
る。表示部１５２には、例えば、撮像動作を行う際における各種設定を行うための設定画
面（例えば、図３（ａ）に示す表示画面３００）や、撮像部１２０から出力された撮像画
像（いわゆる、スルー画像）が表示される。また、表示部１５２には、例えば、記録媒体
１４０に記憶されているコンテンツ（例えば、静止画コンテンツまたは動画コンテンツ）
が表示される。また、表示部１５２には、ユーザが操作入力を行うための操作画像（例え
ば、図３（ａ）に示すアイコン（３０１乃至３０５等））が表示される。
【００４９】
　入力制御部１６１は、受付部１５１により受け付けられるユーザによる操作入力（例え
ば、タッチ操作）に関する制御を行うものである。例えば、入力制御部１６１は、受付部
１５１から出力された静電センサ情報に基づいて、入出力部１５０の表示面においてユー
ザの指が接触した範囲（接触範囲）を検出し、その表示面に対応する座標軸に基づいてそ
の接触範囲を座標に変換する。そして、入力制御部１６１は、変換後の座標に基づいてそ
の接触範囲の形状を算出し、その形状における重心の座標を算出する。また、入力制御部
１６１は、その算出された重心の座標をユーザの指が接触した位置（接触位置）の座標と
して算出する。そして、入力制御部１６１は、算出された接触範囲の形状および接触位置
の座標を制御部１６３に出力する。制御部１６３は、入力制御部１６１から出力される接
触範囲の形状および接触位置の座標に基づいて、入出力部１５０の表示面におけるユーザ
の操作入力を認識する。
【００５０】
　水検出部１６２は、受付部１５１から出力された静電センサ情報に基づいて、入出力部
１５０の表示面に付着する水を検出するものである。例えば、水検出部１６２は、入出力
部１５０の表示面において一定以上の領域に電荷（例えば、均一な電荷）が検出された場
合には、入出力部１５０の表示面に水が付着したことを検出する。例えば、水検出部１６
２は、入力制御部１６１と同様に、入出力部１５０の表示面における接触範囲の形状を算
出し、その形状に基づいて、入出力部１５０の表示面において一定以上の領域に電荷が検
出されたか否かを判断することができる。そして、水検出部１６２は、入出力部１５０の
表示面に付着する水を検出した場合には、その検出結果（水検出情報）を制御部１６３に
出力する。この水検出情報には、入出力部１５０の表示面における接触範囲の形状と、検
出された水の量（例えば、入出力部１５０の表示面における水が占める割合（または、面
積））とが含まれる。その水の量は、例えば、入出力部１５０の表示面における接触範囲
の形状に基づいて算出することができる。なお、この例では、受付部１５１から出力され
た静電センサ情報に基づいて水検出を行う例を示すが、他の水検出方法を用いるようにし
てもよい。例えば、水滴検出センサや水滴検出電極等を用いて水検出を行うようにしても
よい。
【００５１】
　制御部１６３は、操作受付部１１０からの操作信号と、入力制御部１６１からの接触範
囲の形状および接触位置の座標と、水検出部１６２からの水検出情報とに基づいて、撮像
装置１００の各部を制御するものである。例えば、制御部１６３は、操作受付部１１０に
より操作入力が受け付けられた場合には、その操作入力に応じた制御を行う。また、制御
部１６３は、表示部１５２に表示されている操作画像を用いた操作入力の有効化処理また
は無効化処理を行い、操作画像を用いた操作入力の切替え制御を行う。ここで、操作画像
は、入出力部１５０において操作入力を行う際に表示される画像であり、その操作入力を
行うために用いられる画像である。例えば、操作画像は、タッチ操作を行うための操作標
識（例えば、図３（ａ）に示すアイコン（３０１乃至３０５等））や画送り操作を行うた
めの操作標識等の画像である。
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【００５２】
　例えば、制御部１６３は、水検出部１６２からの水検出情報に基づいて、入出力部１５
０の表示面に付着する水が検出された否かを判断する。そして、制御部１６３は、入出力
部１５０の表示面に付着する水が検出された場合には、入出力部１５０の表示面における
表示態様のうちの少なくとも一部を変更する制御を行う。この場合に、制御部１６３は、
入出力部１５０の表示面に付着する水が検出された場合において、その検出された水の付
着量が一定量（例えば、表示面における割合が３０％）を基準として大きい場合にのみ表
示態様を変更するようにしてもよい。
【００５３】
　例えば、表示部１５２に表示されている操作画像（例えば、図３（ａ）に示すアイコン
（３０１乃至３０５等））のうちの少なくとも一部を変更することにより表示態様を変更
することができる。この場合に、例えば、操作入力を行うための複数の操作標識（例えば
、図３（ａ）に示すアイコン（３０１乃至３０５等））のうちの少なくとも一部を消去す
ることにより操作画像を変更することができる。
【００５４】
　また、例えば、制御部１６３は、入出力部１５０の表示面に付着する水が検出された場
合には、表示部１５２に表示されている操作画像に係る操作入力の少なくとも一部の受付
を無効とする制御を行う。この場合に、制御部１６３は、その旨を表示することにより表
示態様を変更する。
【００５５】
　例えば、操作入力を行うための複数の操作標識（例えば、図３（ａ）に示すアイコン（
３０１乃至３０５等））のうちの少なくとも一部に係る操作入力の受付を無効とし、その
旨（無効とした旨）を通知することにより表示態様を変更することができる。その無効と
した旨の通知は、例えば、無効の対象となった操作標識に係る操作入力はできない旨を示
す通知情報を表示部１５２に表示させることにより行うことができる。例えば、図５乃至
図８に示すように、警告アイコン３５１、警告アイコン３６１、メッセージ表示領域３７
１の警告メッセージ、メッセージ表示領域３７６の警告メッセージを通知情報として表示
部１５２に表示させることができる。また、その無効とした旨の通知は、図５乃至図８に
示すように、無効の対象となった操作標識を表示部１５２から消去することにより行うこ
とができる。また、その無効とした旨の通知は、図６に示すように、無効の対象となった
操作標識に係る操作入力はできない旨を示す通知情報（例えば、警告音３６２）を音声出
力することにより行うことができる。
【００５６】
　また、例えば、入出力部１５０の表示面に表示されている操作画像に係る操作入力の少
なくとも一部の受付を無効とし、その旨と、操作部材（シャッターボタン１１１等）によ
る操作入力の受付は有効である旨とを通知して表示態様を変更することができる。例えば
、図８に示すように、メッセージ表示領域３７６の警告メッセージを表示部１５２に表示
させることにより通知することができる。
【００５７】
　なお、本発明の第１の実施の形態では、主に、入出力部１５０の表示面に付着する水が
検出された場合には、操作画像の全部の受付を無効とし、操作画像の全部を消去する例を
示す。また、本発明の第２の実施の形態では、入出力部１５０の表示面に付着する水が検
出された場合には、操作画像の一部の受付を無効とし、無効対象となった操作画像を消去
する例を示す。すなわち、操作画像のうちの特定の操作画像の受付のみを有効とし、特定
の操作画像を拡大表示する例を示す。
【００５８】
　表示制御部１６４は、制御部１６３の制御に基づいて各画像を表示部１５２に出力させ
るものである。例えば、表示制御部１６４は、撮像動作を行う際における各種設定を行う
ための設定画面（例えば、図３（ａ）に示す表示画面３００）や、撮像部１２０から出力
された撮像画像（いわゆる、スルー画像）を表示部１５２に表示させる。また、例えば、
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表示制御部１６４は、ユーザが操作入力を行うための操作画像（例えば、図３（ａ）に示
すアイコン（３０１乃至３０５等））を表示部１５２に表示させる。
【００５９】
　音声制御部１６５は、制御部１６３の制御に基づいて各音声情報を音声出力部１７０か
ら出力させるものである。例えば、音声制御部１６５は、警告音（例えば、図６に示す警
告音３６２）を音声出力部１７０から出力させることによりユーザに対する通知を行う。
【００６０】
　音声出力部１７０は、音声制御部１６５の制御に基づいて音声情報（例えば、図６に示
す警告音３６２）を出力するものである。音声出力部１７０は、例えば、スピーカにより
実現することができる。
【００６１】
　［撮像モード設定時における表示画面例］
　図３は、本発明の第１の実施の形態における入出力部１５０に表示される表示画面例（
表示画面３００）を示す図である。図３（ａ）には、図３（ｂ）に示す状態で撮像動作を
行っている場合における表示例（表示画面３００）を示す。図３（ｂ）には、撮像装置１
００を用いて海辺で撮像動作を行っている場合を簡略化して示す。
【００６２】
　表示画面３００には、メニュー画面への遷移ボタン３０１と、動画撮像動作開始ボタン
３０２と、セルフタイマ設定メニューへの遷移ボタン３０３と、スマイルシャッタモード
設定ボタン３０４と、ヘルプ機能実行ボタン３０５とが表示される。また、表示画面３０
０には、記録媒体通知アイコン３０６と、アスペクト比通知アイコン３０７と、画サイズ
通知アイコン３０８と、画像記録可能枚数通知アイコン３０９と、モード切替画面への遷
移ボタン３１０とが表示される。また、表示画面３００には、再生モードへの遷移ボタン
３１１と、設定モード通知アイコン３２０と、フォーカス枠３２１と、Ｆ値通知アイコン
３２２と、メッセージ表示領域３２３とが表示される。
【００６３】
　メニュー画面への遷移ボタン３０１は、メニュー画面に遷移する際に押下されるアイコ
ンである。すなわち、メニュー画面への遷移ボタン３０１が押下されると、入出力部１５
０にメニュー画面が表示される。
【００６４】
　動画撮像動作開始ボタン３０２は、動画の撮像動作を開始する際に押下されるアイコン
である。すなわち、動画撮像動作開始ボタン３０２が押下されると、動画撮像モードが設
定され、動画の撮像動作（動画撮影）が開始される。
【００６５】
　セルフタイマ設定メニューへの遷移ボタン３０３は、セルフタイマの設定を行うための
セルフタイマ設定メニュー画面に遷移する際に押下されるアイコンである。すなわち、セ
ルフタイマ設定メニューへの遷移ボタン３０３が押下されると、入出力部１５０にセルフ
タイマ設定メニュー画面が表示される。
【００６６】
　スマイルシャッタモード設定ボタン３０４は、スマイルシャッタモードを設定する際に
押下されるアイコンである。すなわち、スマイルシャッタモード設定ボタン３０４が押下
されると、スマイルシャッタモードが設定される。このスマイルシャッタモードは、撮像
部１２０により生成される画像データに含まれる人物が笑顔になった際に、自動で静止画
記録処理が行われる撮像モードである
【００６７】
　ヘルプ機能実行ボタン３０５は、ヘルプ機能（ガイド機能）を実行する際に押下される
アイコンである。すなわち、ヘルプ機能実行ボタン３０５が押下されると、入出力部１５
０にヘルプ機能（ガイド機能）を実行するための画面が表示される。
【００６８】
　記録媒体通知アイコン３０６は、撮像部１２０により生成される画像データの記録対象
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となる記録媒体を表すアイコンである。例えば、撮像部１２０により生成される画像デー
タが、撮像装置１００に内蔵されているメモリ（例えば、記録媒体１４０）に記録される
場合には、そのメモリを表すアイコンが記録媒体通知アイコン３０６として表示される。
【００６９】
　アスペクト比通知アイコン３０７は、記録対象となる画像（静止画）のアスペクト比を
表すアイコンである。アスペクト比通知アイコン３０７として、例えば、４：３または１
６：９が表示される。
【００７０】
　画サイズ通知アイコン３０８は、記録対象となる画像（静止画）の画サイズを表すアイ
コンである。例えば、画サイズ通知アイコン３０８として、画サイズを示す「１４Ｍ」が
表示される。
【００７１】
　画像記録可能枚数通知アイコン３０９は、撮像装置１００に内蔵されているメモリ（例
えば、記録媒体１４０）により記録が可能な画像（静止画）の枚数を表すアイコンである
。例えば、画像記録可能枚数通知アイコン３０９として、記録可能な画像の枚数を示す値
「３」が表示される。
【００７２】
　モード切替画面への遷移ボタン３１０は、モード切替を行うためのモード切替画面に遷
移する際に押下されるアイコンである。すなわち、モード切替画面への遷移ボタン３１０
が押下されると、入出力部１５０にモード切替画面が表示される。
【００７３】
　再生モードへの遷移ボタン３１１は、再生モードに遷移する際に押下されるボタンであ
る。すなわち、再生モードへの遷移ボタン３１１が押下されると、再生モードが設定され
る。
【００７４】
　設定モード通知アイコン３２０は、現在設定されているモードを表すアイコンである。
例えば、再生モード、撮像モード（静止画撮像モード、パノラマ画像撮像モード、動画撮
像モード）の何れかを表す標識が表示される。例えば、図３（ａ）に示すように、スルー
画表示領域３３０に表示されるスルー画像（撮像部１２０により生成された撮像画像）に
人物（ユーザ１２）が含まれている場合には、人物撮影モードが設定される。この場合に
は、人物撮影モードを表すアイコンが設定モード通知アイコン３２０として表示される。
【００７５】
　フォーカス枠３２１は、入出力部１５０に表示される被写体のうち、フォーカス（ピン
ト）をあわせる対象（合焦対象）を特定するための枠であり、表示画面３００の中央付近
に４つの白抜き括弧として配置される。すなわち、フォーカス枠３２１の枠内に存在する
被写体のうち、１または複数にフォーカスが合うことになる。
【００７６】
　Ｆ値通知アイコン３２２は、現在設定されているＦ値をユーザに通知するためのアイコ
ンである。例えば、Ｆ値通知アイコン３２２として「Ｆ３．５」が表示されている場合に
は、現在設定されているＦ値が「Ｆ３．５」であることを意味する。
【００７７】
　メッセージ表示領域３２３は、ユーザに対する操作を支援するためのメッセージを表示
する領域である。
【００７８】
　スルー画表示領域３３０は、スルー画像を表示する領域である。例えば、図３（ｂ）に
示すように、ユーザ１１がビーチパラソル１３の傍らに存在するユーザ１２を主要被写体
として撮像装置１００を用いて海辺で撮像動作を行っている場合には、そのスルー画像が
スルー画表示領域３３０に表示される。
【００７９】
　なお、図３（ａ）に示す表示画面３００に表示されるアイコン等は、一例であり、設定



(14) JP 2012-123740 A 2012.6.28

10

20

30

40

50

されているモードや撮像動作状態等に応じて適宜変更される。
【００８０】
　ここで、表示画面３００における左側に表示される各アイコン（３０１乃至３０５）、
モード切替画面への遷移ボタン３１０、再生モードへの遷移ボタン３１１等は、ユーザが
操作入力を行う際に用いられる操作画像（操作標識）である。これに対して、他のアイコ
ン（記録媒体通知アイコン３０６、アスペクト比通知アイコン３０７等）は、現在の状態
等を表すものであり、ユーザが操作入力を行う際に用いられるものではない。
【００８１】
　例えば、図３（ｂ）に示すように、撮像装置１００を用いて海辺で撮像動作を行ってい
る場合を想定する。例えば、キラキラと輝く水しぶきをあげながら波打ち際で遊ぶ友人達
を撮影することも想定される。この場合には、撮像装置１００は、防水機能を有するため
、比較的浅い海の中や波打ち際において撮像動作が行われることも想定される。このよう
に撮像動作が行われる場合には、海からの水しぶきが撮像装置１００にかかり、入出力部
１５０の表示面にその水しぶきが付着することも考えられる。
【００８２】
　上述したように、水は導電性を有するため、入出力部１５０の表示面に水が付着した場
合には、その水の付着により操作画像に係る操作入力が行われ、その操作入力に基づく撮
像動作（誤動作）が行われることも想定される。そこで、本発明の第１の実施の形態では
、撮像装置１００の使用中において入出力部１５０の表示面に水が付着した場合には、そ
の水の付着による誤動作を防止するため、操作画像の消去や操作画像に係る操作入力の無
効化処理を行う。
【００８３】
　［入出力部の表示面に付着する水と入出力部の動作状態との関係例］
　図４は、本発明の第１の実施の形態における入出力部１５０の表示面に付着する水と入
出力部１５０の動作状態との関係例を示す図である。なお、図４では、説明の容易のため
、入出力部１５０の表示面に付着する水の量を２段階に分けて説明する。
【００８４】
　図４（ａ）には、水検出部１６２による水検出の有無と、制御部１６３による無効化処
理の要否との関係例を示す。また、図４（ｂ）には、入出力部１５０の表示面４００に付
着する水４０１を簡略化して示し、図４（ｃ）には、入出力部１５０の表示面４００に付
着する水４０２を簡略化して示す。また、図４（ｂ）および（ｃ）には、接地を示す記号
４０５により、表示面４００に付着する水４０１および４０２の接地状況を模式的に示す
。また、図４（ｂ）には、表示面４００に付着する水が比較的少ない場合を示し、図４（
ｃ）には、表示面４００に付着する水が比較的多い場合を示す。
【００８５】
　例えば、図４（ｂ）に示すように、入出力部１５０の表示面４００に付着する水４０１
の量が少量（例えば、表示面４００における割合が３０％未満）であり、水４０１が接地
していない場合には、電荷の影響が少ない。この場合には、入出力部１５０の表示面４０
０に付着する水４０１が水検出部１６２により検出されない。このため、制御部１６３は
、入出力部１５０の動作状態を通常状態として各種制御を行う。ただし、例えば、表示面
４００において水４０１の部分をユーザが指でタッチしたような場合には、水４０１が接
地状態となるため、広範囲に亘って電荷の変化が発生する。この場合には、表示面４００
に付着する水４０１が水検出部１６２により検出される。
【００８６】
　また、例えば、図４（ｃ）に示すように、入出力部１５０の表示面４００に付着する水
４０２の量が大量（例えば、表示面４００における割合が３０％以上）であり、水４０２
が接地している場合には、電荷の影響が大きい。この場合には、入出力部１５０の表示面
４００に付着する水４０２が水検出部１６２により検出される。この場合には、制御部１
６３は、水の付着による誤動作を防止するため、入出力部１５０の表示面に表示されてい
る操作画像に係る操作入力の無効化処理を行い、無効の対象となった操作画像を消去する
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。この例を図５乃至図８に示す。
【００８７】
　［入出力部の表示面に水が付着した場合における通知例］
　図５乃至図８は、本発明の第１の実施の形態における入出力部１５０の表示面に水が付
着した場合における通知例を示す図である。図５乃至図８では、図４（ｃ）に示す例と同
様に、入出力部１５０の表示面に一定量（例えば、表示面における割合が３０％）以上の
水４１０が付着して水４１０が接地しているため、表示態様を変更する場合を想定して説
明する。なお、図５乃至図８では、説明の容易のため、水４１０を太い点線で模式的に示
す。また、図５乃至図８では、入出力部１５０の表示面における表示態様のうちの一部（
操作入力を行うための複数の操作標識や警告メッセージ等）のみを変更する例を示す。ま
た、図５乃至図８では、操作入力を行うための複数の操作標識（操作画像）の全部の受付
を無効とし、複数の操作標識の全部を消去する例を示す。
【００８８】
　図５には、入出力部１５０の表示面に一定量以上の水が付着した場合に、ユーザ操作に
より操作が可能な操作標識を表示面から消去して、警告アイコン３５１を表示する例を示
す。警告アイコン３５１は、手を表す標識と禁止を表す標識とにより構成される。警告ア
イコン３５１は、例えば、ユーザが認識し易いように、点滅表示させるようにしてもよく
、他の色と識別可能な色として表示させるようにしてもよい。
【００８９】
　ここで、図３（ａ）に示す表示画面３００と、図５に示す表示画面３５０とを比較する
と、ユーザが操作入力を行う際に用いられるアイコン（３０１乃至３０５、３１０、３１
１等）が表示画面３５０から消去されている。これに対して、現在の状態等を表し、ユー
ザが操作入力を行う際に用いられないアイコン（３０６乃至３０９、３２０等）について
は、表示画面３５０から消去されない。
【００９０】
　このように、ユーザが操作入力を行う際に用いられるアイコンについては無効化処理を
行い、表示画面３５０から消去することにより、入出力部１５０における操作入力を行う
ことができなくなる。このため、入出力部１５０の表示面に一定量以上の水が付着した場
合におけるその水による誤検出を防止することができる。また、このように入出力部１５
０における操作入力を行うことができなくなった場合でも、シャッターボタン１１１、モ
ード切替レバー１１２、ズームボタン１１３、電源スイッチ１１４等を用いて操作入力を
行うことができる。このため、ユーザが撮像動作を行う場合でも、撮像動作の基本的な動
作（シャッター操作、ズーム操作等）を行うことができる。
【００９１】
　図６には、入出力部１５０の表示面に一定量以上の水が付着した場合に、ユーザ操作に
より操作が可能な操作標識を表示面から消去して、音声出力部１７０から警告音３６２を
出力する例を示す。図６に示す通知例は、図５に示す警告アイコン３５１を表示する代わ
りに、警告音３６２を出力する例であり、例えば音声「水滴が付着しているため操作でき
ません！」が繰り返し出力される。この繰り返し出力は、例えば、一定時間（例えば、１
０秒）継続して行った後に停止するようにしてもよい。
【００９２】
　また、撮像装置１００の周囲が騒がしい場合でも、警告音３６２の出力をユーザが認識
し易いように警告アイコン３６１を表示するようにしてもよい。なお、警告アイコン３６
１は、警告アイコン３５１と同様に、ユーザが認識し易いように、点滅表示させるように
してもよく、他の色と識別可能な色として表示させるようにしてもよい。
【００９３】
　なお、図６に示す表示画面３６０は、警告アイコン３５１の代わりに、警告アイコン３
６１を表示する点以外は、図５に示す表示画面３５０と同様である。このため、他の説明
を省略する。
【００９４】
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　図７には、入出力部１５０の表示面に一定量以上の水が付着した場合に、ユーザ操作に
より操作が可能な操作標識を表示面から消去して、メッセージ表示領域３７１に警告メッ
セージを表示する例を示す。図７に示す通知例は、図５に示す警告アイコン３５１を表示
する代わりに、警告メッセージを出力する例であり、例えば「水滴が付着しているため操
作できません！」がメッセージ表示領域３７１に表示される。このメッセージは、例えば
、一定時間（例えば、１０秒）継続して表示した後に消去して、図５に示す警告アイコン
３５１を表示するようにしてもよい。
【００９５】
　なお、図７に示す表示画面３７０は、警告アイコン３５１の代わりに、メッセージ表示
領域３７１に警告メッセージを表示する点以外は、図５に示す表示画面３５０と同様であ
る。このため、他の説明を省略する。
【００９６】
　図８には、入出力部１５０の表示面に一定量以上の水が付着した場合に、ユーザ操作に
より操作が可能な操作標識を表示面から消去して、メッセージ表示領域３７６に警告メッ
セージを表示する例を示す。図８に示す通知例は、警告メッセージの内容が異なる点以外
は、図７と同様である。すなわち、メッセージ表示領域３７６には、「水滴が付着してい
るため操作できませんが、タッチパネル以外は操作可能です！」が表示される。このよう
に表示することにより、シャッターボタン１１１、モード切替レバー１１２、ズームボタ
ン１１３、電源スイッチ１１４等を用いて操作入力を行うことができる旨をユーザに通知
することができる。なお、このメッセージは、例えば、一定時間（例えば、１０秒）継続
して表示した後に消去して、図５に示す警告アイコン３５１を表示するようにしてもよい
。
【００９７】
　このように、本発明の第１の実施の形態では、入出力部１５０の表示面に一定量以上の
水が付着した場合には、操作画像に係る操作入力の無効化処理を行い、操作画像を消去す
る。これにより、入出力部１５０の表示面に水が付着した場合でも、その水の付着による
誤動作を防止することができる。また、操作画像に係る操作入力の受付が無効となった旨
がユーザに通知されるため、その旨をユーザが容易に把握することができる。これにより
、例えば、入出力部１５０の表示面に付着した水を拭き取る等の処理をユーザが迅速に行
うことができ、入出力部１５０における操作入力を迅速に再開することができる。
【００９８】
　［撮像装置の動作例］
　次に、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の動作について図面を参照し
て説明する。
【００９９】
　図９は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００による操作画像無効化制御
処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。この例では、操作入力を行うための
複数の操作標識（操作画像）の全部の受付を無効とし、複数の操作標識の全部を消去する
例を示す。
【０１００】
　最初に、入出力部１５０において操作入力を行う特定動作の開始指示があったか否かが
判断され（ステップＳ９０１）、特定動作の開始指示がない場合には、監視を継続して行
う。ここで、特定動作は、例えば、入出力部１５０において操作入力を行う再生動作や撮
像動作である。また、特定動作の開始指示は、操作受付部１１０を用いたユーザ操作によ
り行われる。
【０１０１】
　特定動作の開始指示があった場合には（ステップＳ９０１）、表示制御部１６４が、制
御部１６３の制御に基づいて、操作受付部１１０または受付部１５１により受け付けられ
た操作入力に応じて表示処理を行う（ステップＳ９０２）。例えば、静止画撮像モードの
設定操作があった場合には、表示制御部１６４は、図３（ａ）に示す表示画面３００を表
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示部１５２に表示させる制御を行う。
【０１０２】
　続いて、水検出部１６２が、受付部１５１からの静電センサ情報に基づいて、入出力部
１５０の表示面に付着する水を検出する水検出処理を行う（ステップＳ９０３）。この水
検出処理により、入出力部１５０の表示面に付着する水が検出された場合には（ステップ
Ｓ９０４）、制御部１６３が、入出力部１５０における操作入力の無効化処理を行う（ス
テップＳ９０５）。なお、ステップＳ９０３は、特許請求の範囲に記載の水検出手順の一
例である。
【０１０３】
　続いて、表示制御部１６４が、入出力部１５０に表示されている操作画像（例えば、ユ
ーザが操作入力を行う際に用いられる操作標識）を消去する（ステップＳ９０６）。続い
て、表示制御部１６４が、水付着警告情報（例えば、図５に示す警告アイコン３５１）を
表示部１５２に表示させる（ステップＳ９０７）。この水付着警告情報により、入出力部
１５０における操作入力が無効となった旨が通知される。なお、ステップＳ９０４乃至Ｓ
９０７は、特許請求の範囲に記載の制御手順の一例である。
【０１０４】
　続いて、水検出部１６２が、受付部１５１からの静電センサ情報に基づいて、入出力部
１５０の表示面に付着する水を検出する水検出処理を行い（ステップＳ９０８）、水が検
出された場合には（ステップＳ９０９）、ステップＳ９０８に戻る。なお、水が検出され
ている間は（ステップＳ９０８、Ｓ９０９）、操作受付部１１０により受け付けられた操
作入力に応じた表示処理については行われる。
【０１０５】
　また、水が検出されなかった場合には（ステップＳ９０９）、制御部１６３が、入出力
部１５０における操作入力の有効化処理を行う（ステップＳ９１０）。続いて、表示制御
部１６４が、操作画像を表示部１５２に表示させる（ステップＳ９１１）。続いて、表示
制御部１６４が、表示されている水付着警告情報を表示部１５２から消去し（ステップＳ
９１２）、ステップＳ９１３に進む。
【０１０６】
　また、入出力部１５０の表示面に付着する水が検出されなかった場合には（ステップＳ
９０４）、入出力部１５０において操作入力を行う特定動作の終了指示があったか否かが
判断される（ステップＳ９１３）。そして、特定動作の終了指示がない場合には、ステッ
プＳ９０２に戻る。ここで、特定動作の終了指示は、例えば、電源スイッチ１１４を用い
た電源オフ操作である。また、特定動作の終了指示があった場合には（ステップＳ９１３
）、操作画像無効化制御処理の動作を終了する。
【０１０７】
　＜２．第２の実施の形態＞
　本発明の第１の実施の形態では、入出力部の表示面に一定量以上の水が付着した場合に
は、操作画像に係る操作入力の無効化処理を行い、操作画像を消去する例を示した。しか
しながら、入出力部の表示面に一定量以上の水が付着した場合でも、入出力部における操
作入力の検出精度は低下するが、その検出は可能であることが多い。そこで、本発明の第
２の実施の形態では、入出力部の表示面に一定量（第１閾値）以上の水が付着した場合で
あっても、その水の量が第２閾値（第１閾値＜第２閾値）未満である場合には、特定の操
作画像のみを有効として表示する例を示す。なお、本発明の第２の実施の形態における撮
像装置の構成については、図１および図２に示す例と略同様である。このため、本発明の
第１の実施の形態と共通する部分については、同一の符号を付して、これらの説明の一部
を省略する。
【０１０８】
　図２に示す制御部１６３は、入出力部１５０の表示面に付着する水の量が一定条件を満
たす場合には、複数の操作画像のうちの特定の操作画像のみを有効とする。この一定条件
は、例えば、入出力部１５０の表示面に付着する水が検出された場合（一定量（第１閾値
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）以上の水が付着した場合）において、その検出された水の付着量が一定量（第２閾値）
を基準として小さい場合とすることができる。例えば、図１２に示すように、制御部１６
３は、特定の操作画像（メニュー画面への遷移ボタン５６１およびモード切替画面への遷
移ボタン５６２）を表示部１５２に表示させ、特定の操作画像以外の他の操作画像を消去
する。この場合に、例えば、特定の操作画像を拡大して表示部１５２に表示させることが
できる。
【０１０９】
　［入出力部の表示面に付着する水と入出力部の動作状態との関係例］
　図１０および図１１は、本発明の第２の実施の形態における入出力部１５０の表示面に
付着する水と入出力部１５０の動作状態との関係例を示す図である。なお、図１０および
図１１では、説明の容易のため、入出力部１５０の表示面に付着する水の量を３段階に分
けて説明する。
【０１１０】
　図１０には、入出力部１５０の表示面に付着する水の量と、水検出部１６２による水検
出の有無と、制御部１６３による無効化処理の要否との関係例を示す。
【０１１１】
　図１１（ａ）には、入出力部１５０の表示面５００に付着する水５０１を簡略化して示
す。また、図１１（ｂ）には、入出力部１５０の表示面５００に付着する水５０２を簡略
化して示し、図１１（ｃ）には、入出力部１５０の表示面５００に付着する水５０３を簡
略化して示す。図１１（ａ）乃至（ｃ）には、図４（ｂ）および（ｃ）と同様に、接地を
示す記号５０５により、表示面５００に付着する水５０１乃至５０３の接地状況を模式的
に示す。また、図１１（ａ）には、表示面５００に付着する水が比較的少ない場合を示し
、図１１（ｂ）には、表示面５００に付着する水が中程度である場合を示し、図１１（ｃ
）には、表示面５００に付着する水が比較的多い場合を示す。
【０１１２】
　例えば、図１１（ａ）に示すように、入出力部１５０の表示面５００に付着する水５０
１の量が少量（例えば、表示面５００における割合が３０％未満）であり、水５０１が接
地していない場合には、電荷の影響が少ない。この場合には、入出力部１５０の表示面５
００に付着する水５０１が水検出部１６２により検出されない。このため、図４（ｂ）に
示す例と同様に、制御部１６３は、入出力部１５０の動作状態を通常状態として各種制御
を行う。ただし、例えば、表示面５００において水５０１の部分をユーザが指でタッチし
たような場合には、水５０１が接地状態となるため、広範囲に亘って電荷の変化が発生す
る。この場合には、表示面５００に付着する水５０１が水検出部１６２により検出される
。
【０１１３】
　また、例えば、図１１（ｃ）に示すように、入出力部１５０の表示面５００に付着する
水５０３の量が大量（例えば、表示面５００における割合が７０％以上）であり、水５０
３が接地している場合には、電荷の影響が大きい。この場合には、入出力部１５０の表示
面５００に付着する水５０３が水検出部１６２により検出される。この場合には、図４（
ｃ）に示す例と同様に、制御部１６３は、水の付着による誤動作を防止するため、入出力
部１５０の表示面に表示されている操作画像に係る操作入力の無効化処理を行い、無効の
対象となった操作画像を消去する。この例を図５乃至図８に示す。
【０１１４】
　また、例えば、図１１（ｂ）に示すように、入出力部１５０の表示面５００に付着する
水５０２の量が中量（例えば、表示面５００における割合が３０％以上～７０％未満）で
あり、水５０２が接地している場合には、電荷の影響が大きい。また、水５０２が接地し
ていない場合でも、例えば、表示面５００において水５０２の部分をユーザが指でタッチ
したような場合には、水５０２が接地状態となるため、広範囲に亘って電荷の変化が発生
し、電荷の影響が大きい。これらの場合には、入出力部１５０の表示面４００に付着する
水４０２が水検出部１６２により検出される。
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【０１１５】
　ただし、表示面５００に付着する水５０２の量が中量である場合には、入出力部１５０
における操作入力の検出精度は低下するが、その検出は可能であることが多い。そこで、
このような場合には、水の付着による誤動作を防止するとともに、可能なかぎりユーザ操
作を受け付けることができるように、特定の操作画像のみを有効として表示する。すなわ
ち、制御部１６３は、入出力部１５０の表示面に表示されている操作画像に係る操作入力
の一部（特定の操作画像以外）の無効化処理を行い、無効の対象となった操作画像を消去
する。また、制御部１６３は、特定の操作画像に係る操作入力は有効とし、特定の操作画
像を拡大表示する。この例を図１２に示す。
【０１１６】
　［入出力部の表示面に水が付着した場合における表示例］
　図１２は、本発明の第２の実施の形態における入出力部１５０の表示面に水が付着した
場合における表示例を示す図である。図１２に示す例は、撮像装置１００を用いてスキー
場で撮像動作を行っている場合を想定する。例えば、降り頻る雪が撮像装置１００にかか
り、入出力部１５０の表示面に付着した雪が解けて水となることが考えられる。
【０１１７】
　また、図１２では、図１１（ｂ）に示す例と同様に、入出力部１５０の表示面に中量の
水５５０が付着して水５５０が接地している場合を想定して説明する。なお、図１２では
、説明の容易のため、水５５０を太い点線で模式的に示す。また、図１２では、入出力部
１５０の表示面における表示態様のうちの一部（操作入力を行うための複数の操作標識等
）のみを変更する例を示す。また、図１２では、操作入力を行うための複数の操作標識（
操作画像）の一部（特定の操作画像以外）の受付を無効とし、無効の対象となった操作標
識を消去する例を示す。
【０１１８】
　図１２に示すように、入出力部１５０の表示面に中量の水５５０が付着した場合に、ユ
ーザ操作により操作が可能な操作標識の一部を表示面から消去し、特定の操作標識のみが
拡大表示されるとともに警告アイコン３５１が表示される。なお、警告アイコン３５１は
、図５と同様である。
【０１１９】
　ここで、特定の操作画像は、例えば、頻繁に使用される機能を設定するための操作標識
やユーザ操作により設定される操作標識等の画像である。図１２では、メニュー画面への
遷移ボタン５６１およびモード切替画面への遷移ボタン５６２を特定の操作標識とする例
を示す。なお、メニュー画面への遷移ボタン５６１およびモード切替画面への遷移ボタン
５６２は、図３（ａ）に示すメニュー画面への遷移ボタン３０１およびモード切替画面へ
の遷移ボタン３１０に対応する。
【０１２０】
　このように、特定の操作標識以外の操作標識については無効化処理を行い、表示画面５
４０から消去することにより、入出力部１５０における操作入力を行うことができなくな
る。このため、入出力部１５０の表示面に一定量以上の水が付着した場合におけるその水
による誤検出を防止することができる。
【０１２１】
　しかしながら、特定の操作標識については無効化処理を行わずに有効な状態とし、表示
画面５４０に拡大表示させることにより、入出力部１５０における操作入力を行うことが
できる。このため、入出力部１５０の表示面に中量程度の水が付着した場合でも、頻繁に
使用される機能を設定するための操作標識については用いることができる。また、特定の
操作標識を拡大表示させることにより、入出力部１５０の表示面に一定量以上の水が付着
した場合におけるその水による誤検出を防止することができる。
【０１２２】
　ここで、入出力部１５０の表示面において、特定の操作標識を拡大表示させる領域につ
いては、水が付着されていない領域とすることが好ましい。例えば、制御部１６３は、水
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検出部１６２からの水検出情報（入出力部１５０の表示面における接触範囲の形状）に基
づいて、入出力部１５０の表示面において水が付着されていない領域を特定する。そして
、制御部１６３は、入出力部１５０の表示面において水が付着されていない領域に、特定
の操作標識を拡大表示させる。この場合に、制御部１６３は、水が付着されていない領域
の形状および特定の操作標識の数に応じて、特定の操作標識の表示態様を適宜変更するよ
うにしてもよい。例えば、図１２に示すように、入出力部１５０の表示面において水５５
０が付着されていない領域に、メニュー画面への遷移ボタン５６１およびモード切替画面
への遷移ボタン５６２が表示される。
【０１２３】
　また、本発明の第１の実施の形態と同様に、特定の操作標識のみを有効な状態とし、他
の操作標識については無効化処理を行い消去した旨を、音声出力やメッセージの表示等に
より通知するようにしてもよい。
【０１２４】
　［撮像装置の動作例］
　次に、本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００の動作について図面を参照し
て説明する。
【０１２５】
　図１３は、本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による操作画像無効化制
御処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。この例では、操作入力を行うため
の複数の操作標識（操作画像）のうち、特定の操作標識のみを有効な状態として拡大表示
し、他の操作標識については無効化処理を行い、消去する例を示す。また、この処理手順
は、図９の変形例であるため、図９と共通する部分については、同一の符号を付してこれ
らの説明を省略する。
【０１２６】
　水検出処理（ステップＳ９０３）による水の検出結果が、少量であるか、中量であるか
、大量であるかが判断される（ステップＳ９２１）。水検出処理（ステップＳ９０３）に
よる水の検出結果が少量である場合には、ステップＳ９１３に進む。また、水検出処理（
ステップＳ９０３）による水の検出結果が中量である場合には、一部無効化処理が行われ
る（ステップＳ９３０）。この一部無効化処理については、図１４を参照して詳細に説明
する。また、水検出処理（ステップＳ９０３）による水の検出結果が大量である場合には
、全部無効化処理が行われる（ステップＳ９５０）。この全部無効化処理については、図
１５を参照して詳細に説明する。
【０１２７】
　図１４は、本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による操作画像無効化制
御処理の処理手順のうちの一部無効化処理（図１３に示すステップＳ９３０の処理手順）
の一例を示すフローチャートである。
【０１２８】
　最初に、制御部１６３が、入出力部１５０における操作入力の一部（特定の操作標識以
外の操作標識）の無効化処理を行う（ステップＳ９３１）。続いて、表示制御部１６４が
、入出力部１５０に表示されている操作画像のうち無効の対象となった操作画像（例えば
、特定の操作標識以外の操作標識）を消去する（ステップＳ９３２）。続いて、表示制御
部１６４が、水付着警告情報（例えば、図１２に示す警告アイコン３５１）を表示部１５
２に表示させる（ステップＳ９３３）。
【０１２９】
　続いて、表示制御部１６４が、制御部１６３の制御に基づいて、操作受付部１１０また
は受付部１５１により受け付けられた操作入力に応じて表示処理を行う（ステップＳ９３
４）。続いて、水検出部１６２が、受付部１５１からの静電センサ情報に基づいて、入出
力部１５０の表示面に付着する水を検出する水検出処理を行う（ステップＳ９３５）。そ
して、この水検出処理による水の検出結果が、少量であるか、中量であるか、大量である
かが判断される（ステップＳ９３６）。
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【０１３０】
　水検出処理（ステップＳ９３５）による水の検出結果が少量である場合には（ステップ
Ｓ９３６）、制御部１６３が、入出力部１５０における全ての操作入力の有効化処理を行
う（ステップＳ９３７）。続いて、表示制御部１６４が、全ての操作画像を表示部１５２
に表示させる（ステップＳ９３８）。続いて、表示制御部１６４が、表示されている水付
着警告情報を表示部１５２から消去する（ステップＳ９３９）。
【０１３１】
　水検出処理（ステップＳ９３５）による水の検出結果が中量である場合には（ステップ
Ｓ９３６）、ステップＳ９３４に戻る。また、水検出処理（ステップＳ９３５）による水
の検出結果が大量である場合には（ステップＳ９３６）、図１５に示すステップＳ９５１
に進む。
【０１３２】
　図１５は、本発明の第２の実施の形態における撮像装置１００による操作画像無効化制
御処理の処理手順のうちの全部無効化処理（図１３に示すステップＳ９５０の処理手順）
の一例を示すフローチャートである。
【０１３３】
　最初に、制御部１６３が、入出力部１５０における操作入力の全部の無効化処理を行う
（ステップＳ９５１）。続いて、表示制御部１６４が、入出力部１５０に表示されている
操作画像を消去する（ステップＳ９５２）。続いて、表示制御部１６４が、水付着警告情
報（例えば、図１２に示す警告アイコン３５１）を表示部１５２に表示させる（ステップ
Ｓ９５３）。
【０１３４】
　続いて、水検出部１６２が、受付部１５１からの静電センサ情報に基づいて、入出力部
１５０の表示面に付着する水を検出する水検出処理を行う（ステップＳ９５４）。そして
、この水検出処理による水の検出結果が、少量であるか、中量であるか、大量であるかが
判断される（ステップＳ９５５）。なお、水が検出されている間は（ステップＳ９５４、
Ｓ９５５）、操作受付部１１０により受け付けられた操作入力に応じた表示処理について
は行われる。
【０１３５】
　水検出処理（ステップＳ９５４）による水の検出結果が少量である場合には（ステップ
Ｓ９５６）、制御部１６３が、入出力部１５０における全ての操作入力の有効化処理を行
う（ステップＳ９５６）。続いて、表示制御部１６４が、全ての操作画像を表示部１５２
に表示させる（ステップＳ９５７）。続いて、表示制御部１６４が、表示されている水付
着警告情報を表示部１５２から消去する（ステップＳ９５８）。
【０１３６】
　水検出処理（ステップＳ９５４）による水の検出結果が大量である場合には（ステップ
Ｓ９５５）、ステップＳ９５４に戻る。
【０１３７】
　また、水検出処理（ステップＳ９５４）による水の検出結果が中量である場合には（ス
テップＳ９４０）、制御部１６３が、入出力部１５０における操作入力の一部（特定の操
作標識）の有効化処理を行う（ステップＳ９４０）。続いて、表示制御部１６４が、有効
の対象となった操作画像（例えば、特定の操作標識）を表示部１５２に表示させる（ステ
ップＳ９４１）。続いて、表示制御部１６４が、水付着警告情報（例えば、図１２に示す
警告アイコン３５１）を表示部１５２に表示させ（ステップＳ９４２）、図１４に示すス
テップＳ９３４に進む。
【０１３８】
　なお、水付着警告情報については、入出力部１５０における操作入力の一部が無効とな
った場合、または、その全部が無効となった場合に応じて、変更して表示するようにして
もよい。
【０１３９】
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　このように、本発明の第２の実施の形態では、入出力部１５０の表示面に水が付着した
場合でも、その付着した水の量が一定量（第２閾値）を基準として小さければ、特定の操
作標識のみを拡大して表示させる。この場合に、入出力部１５０の表示面において、水が
付着していない部分に特定の操作標識を表示させるため、水検出による誤検出を防止させ
ることができる。このように、本発明の第２の実施の形態によれば、入出力部１５０の表
示面に水が付着した場合でも、水の付着時における誤動作を防止し、できるかぎりユーザ
操作を受け付けることができる。
【０１４０】
　なお、本発明の実施の形態では、操作入力の受付が無効となった操作標識については、
表示部１５２から消去する例を示した。ただし、その無効となった操作標識についても表
示部１５２から消去せずに、その操作標識が無効である旨を通知（例えば、無効表示）す
るようにしてもよい。
【０１４１】
　また、本発明の実施の形態では、撮像装置１００に水がかかるような使用状況を想定し
て説明したが、例えば、撮像装置１００を水中で用いるような場合（例えば、水中撮影）
についても同様に適用することができる。例えば、撮像装置１００を水中で用いる場合（
撮像装置１００の水没時）には、入出力部１５０の表示面に一定量（第２閾値）以上の水
が付着するため、全ての操作画像に係る操作入力の無効化処理が行われ、操作画像が消去
される。または、その全ての操作画像が無効である旨が通知（例えば、無効表示）される
。
【０１４２】
　また、本発明の実施の形態では、入出力部１５０の表示面に付着する水を検出する例を
示したが、水以外の液体（例えば、ジュース）がトラブルにより撮像装置１００にかかる
ような場合についても同様に適用することができる。すなわち、一般に水分として検出さ
れる液体について本発明の実施の形態を適用することができる。
【０１４３】
　また、本発明の実施の形態では、警告アイコンや警告メッセージの表示、警告音の出力
等によりユーザに対する通知を行う例を示したが、他の通知方法を用いるようにしてもよ
い。例えば、撮像装置を振動させることによりユーザに対する通知を行うようにしてもよ
い。
【０１４４】
　なお、本発明の実施の形態では、電子機器の一例として撮像装置を例にして説明したが
、入出力部を備える他の電子機器に本発明の実施の形態を適用することができる。例えば
、タッチパネルを備えるゲーム装置、携帯電話機、デジタル家電（例えば、炊飯器等の調
理用機器）、ナビゲーションシステム、携帯型メディアプレイヤー等の電子機器に本発明
の実施の形態を適用することができる。また、本発明の実施の形態では、入出力部を備え
る電子機器を例にして説明したが、外部の入出力装置との間で情報通信を行い、その入出
力装置を制御する電子機器に本発明の実施の形態を適用することができる。
【０１４５】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、本発
明の実施の形態において明示したように、本発明の実施の形態における事項と、特許請求
の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有する。同様に、特許請求の範囲に
おける発明特定事項と、これと同一名称を付した本発明の実施の形態における事項とはそ
れぞれ対応関係を有する。ただし、本発明は実施の形態に限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を施すことにより具現化する
ことができる。
【０１４６】
　また、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として
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、例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk
）、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray Disc（登録商標））等を用いることが
できる。
【符号の説明】
【０１４７】
　１００　撮像装置
　１０１　レンズカバー
　１０２　発光部
　１１０　操作受付部
　１１１　シャッターボタン
　１１２　モード切替レバー
　１１３　ズームボタン
　１１４　電源スイッチ
　１２０　撮像部
　１２１　レンズ
　１３０　記録媒体制御部
　１４０　記録媒体
　１５０　入出力部
　１５１　受付部
　１５２　表示部
　１６１　入力制御部
　１６２　水検出部
　１６３　制御部
　１６４　表示制御部
　１６５　音声制御部
　１７０　音声出力部
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